


 

⑵ 提出場所 

  上記１に同じ 

⑶ 提出方法 

上記１まで持参又は送付（電子メールを含む。）により提出する。なお、電子メ

ールにより提出する場合、事前に契約担当部局に電子メールで提出することを申し

出たうえで、差出人アドレスは札幌市競争入札参加資格（物品・役務）に登録され

ている見積依頼用メールアドレスとすること。  

 

６ 評価方法(契約候補者選定方法) 

提案説明書に明示する評価基準等に基づき、本調達に係る企画競争実施委員会７名

が独立して評価点を算出し、その合計値が最低評価基準点以上を満たすもののうち最

も高い合計値の者を契約候補者とする。 

 

７ 提案の無効 

次に掲げる提案は無効とする。 

⑴ 本告示に示した参加資格のない者がした提案、提案に関する条件に違反した者がし

た提案その他札幌市契約規則第 11条第２号(押印部分を除く。)及び第４号から第７

号までの規定(この場合「入札書」とあるのは「提案書類」と、「入札」とあるのは

「提案」と読み替える。)のいずれかに該当した提案 

⑵ 積算額(参考見積額)が上記２⑷の予算額(事業規模)を超える提案 

⑶ ヒアリングに出席しなかった者がした提案 

⑷ 提出書類に虚偽の記載をした者がした提案 

⑸ 上記５⑴イの提案書類の提出期限日以後、契約の相手方として正式に決定するまで

の間に上記３の参加資格を満たさなくなった者がした提案 

  

８ その他 

  上記のほか詳細については提案説明書による。 


